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1 照明器具更新工事

姫路市下手野1丁目12
番1号
姫路赤十字病院
施設用度課

平成30年1月4日
日本空調サービス㈱
大阪府箕面市船場東2
丁目4-56

25,920,000円

契約業者は当院の設備管理を委託している
業者であり、施設設備について熟知している
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合に該当するため（日本赤十字社会
計規則施行細則第35条（11））

2 放射線監視システム用計算機更新

姫路市下手野1丁目12
番1号
姫路赤十字病院
施設用度課

平成30年3月13日
富士電機㈱関西支社
大阪市北区大深町3-1

4,374,000円

契約業者は既存システムの導入業者であり、
当該システムについて熟知していることから、
契約の性質又は目的が競争を許さない場合
に該当するため（日本赤十字社会計規則施
行細則第35条（11））

3
新診療棟増築部にかかる診療系・
業務系ネットワーク工事

姫路市下手野1丁目12
番1号
姫路赤十字病院
情報管理課

平成29年9月1日
富士通株式会社
神戸市中央区東川﨑町
1-7-4

16,178,400円

契約業者は電子カルテシステムの導入業者
であり、当院情報システムに精通し当該業務
を確実に実施できることから、契約の性質又
は目的が競争を許さない場合に該当するた
め（日本赤十字社会計規則施行細則第35条
（11））

4
電子カルテライセンス追加ほかシス
テム対応一式

姫路市下手野1丁目12
番1号
姫路赤十字病院
情報管理課

平成30年1月15日
富士通株式会社
神戸市中央区東川﨑町
1-7-4

12,603,600円

契約業者は当該システムの導入業者であり、
当該システムを熟知していることから、契約の
性質又は目的が競争を許さない場合に該当
するため（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条（11））

5
3次元画像解析システム拡張・内視
鏡システム増設ほか一式

姫路市下手野1丁目12
番1号
姫路赤十字病院
情報管理課

平成30年1月19日

富士フィルムメディカル
株式会社
大阪市淀川区西宮原1-
3-5

10,800,000円

契約業者は当該システムの導入業者であり、
当該システムを熟知していることから、契約の
性質又は目的が競争を許さない場合に該当
するため（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条（11））

6 ペーパーレス会議システム

姫路市下手野1丁目12
番1号
姫路赤十字病院
情報管理課

平成30年1月31日
NECネッツエスアイ㈱神
戸支店
神戸市中央区東町126

1,404,000円
予定価格が160万円を超えない財産の買い
入れであるため（日本赤十字社会計規則施
行細則第35条（2））
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